
 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年６月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２広第５３号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２４年１月２１日 １７時３５分ごろ 

発生場所 岡山県笠岡市神島南方沖  

 笠岡市所在の神島外港２号防波堤灯台から真方位２３９°１.４５

海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°２６.２′ 東経１３３°２９.１′） 

事故等調査の経過  平成２４年３月２９日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 第十共栄
きょうえい

丸、４９７トン 

１３６４７１、櫻田石材株式会社 

Ｂ 漁船 昌
しょう

宝
ほう

丸、４.８トン 

ＯＹ３－２１５０５（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 機関長Ａ、五級海技士（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 左舷船尾部損傷 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａ及び機関長Ａほか２人が乗り組み、水砕スラグ約

１,６００ｔを積載し、機関長Ａが単独の船橋当直に当たり、神島南

方沖を約１０.０ノット（kn）の対地速力で自動操舵によって北東進

中、Ｂ船は、船長Ｂほか１人が乗り組み、小型底びき網漁に従事しな

がら約１～２kn の対地速力で北北西進中、平成２４年１月２１日１７

時３５分ごろＡ船の左舷船首部の錨とＢ船の左舷船尾部が衝突した。 

 機関長Ａは、右舷前方約１.５Ｍののり養殖施設の中にＢ船を認め

たものの、Ｂ船がゆっくりと北北西進していることに気付かず、Ａ船

とＢ船が衝突した。 

船長Ｂは、遠方にＡ船を認めたものの、Ａ船がＢ船を避航してくれ

るものと思い、甲板員Ｂと共に船尾で作業中、至近に接近したＡ船を

認めて網を投棄し、右舵一杯としたが、Ｂ船とＡ船が衝突した。 

 気象・海象 

 

 

気象：天気 曇り、風向 東、風力 １、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の初期 

日没時刻：１７時２５分ごろ 

 その他の事項 Ａ船は、正規の航海灯を掲げていた。 

Ｂ船は、周囲が明るかったので、航海灯を表示していなかった。 



 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、神島南方沖を北東進中、機関長Ａが、Ｂ船を認めたもの

の、見張りを適切に行っていなかったことから、Ｂ船が北北西進して

いることに気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、神島南方沖を北北西進中、船長Ｂが、Ａ船を認めたもの

の、Ａ船がＢ船を避けるものと思い、船尾で作業を行っていたことか

ら、Ａ船の接近に気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、日没直後の薄明時、神島南方沖において、Ａ船が北東進

中、Ｂ船が北北西進中、機関長Ａが見張りを適切に行わず、また、船

長Ｂが船尾で作業を行っていたため、両船が衝突したことにより発生

したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・常時見張りを行い、特に、接近する船舶を認めた場合、安全に通

過するまで見張りを適切に行うこと。 

・日没後は、航海灯を表示すること。 

 


